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安
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衆
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
海
軍
掃
海
艇
の
与
那
国
入
港
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
海
軍
掃
海
艇
の
与
那
国
入
港
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
十
九
年
六
月
五
日
、
同
月
十
三
日
及
び
同
月
十
九
日
、
在
日
米
海
軍
か
ら
米
国
艦
船
パ
ト
リ
オ
ッ

ト
及
び
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
の
与
那
国
島
へ
の
寄
港
に
関
す
る
通
告
（
以
下
「
通
告
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
が
、
通
告
に
よ
る

と
、
寄
港
目
的
は
「
友
好
及
び
親
善
」
で
あ
り
、
米
国
側
か
ら
は
こ
の
目
的
に
は
休
養
も
含
ま
れ
る
と
の
説
明
を
別
途
受
け

て
い
る
。
ま
た
、
通
告
に
よ
る
と
、
寄
港
す
る
港
は
「
祖
納
港
」
、
下
船
す
る
乗
組
員
の
数
は
各
艦
「
一
日
最
大
六
十
四
名
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
乗
組
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
通
告
の
内
容
に
は
な
く
、
承
知
し
て
い
な
い
。

通
告
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い

う
。
）
第
五
条
�
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
�
の
特
区
提
案
に
つ
い
て
は
、
国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
病
原
体
が
国
内
に
侵
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

観
点
か
ら
、
検
疫
港
以
外
の
港
で
は
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
船
医
の
乗

一



船
を
必
須
の
要
件
と
し
て
お
り
、船
医
の
乗
船
な
し
に
船
舶
の
入
港
を
認
め
る
要
件
緩
和
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

全
国
的
な
規
制
改
革
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
規
制
の
特
例
措
置
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
�
の
特
区
提
案
に
つ
い
て
は
、
不
正
薬
物
等
の
密
輸
の
防
止
及
び
テ
ロ
対
策
等
の
観
点
か
ら
、
外
国
貿

易
船
が
不
開
港
に
入
港
す
る
際
に
税
関
長
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
入
港
促
進
の
た
め
に
こ
れ
を
一
律
に
緩
和

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
全
国
的
な
規
制
改
革
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
規
制
の
特
例
措
置

は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
船
の
入
港
を
外
国
貿
易
船
の
入
港
実
績
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
開
港
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
入
港
実
績
の
み
な
ら
ず
貨
物
の
輸
出
入
実
績
等
の
行
政
需
要
な

ど
を
総
合
的
に
判
断
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
全
国
的
な
規
制
改
革
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
規

制
の
特
例
措
置
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
更
な
る
提
案
も
受
け
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
不
開
港
」
と
は
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
港
、

二



空
港
そ
の
他
こ
れ
ら
に
代
り
使
用
さ
れ
る
場
所
で
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
開
港
及
び
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
税

関
空
港
以
外
の
も
の
を
言
い
、
外
国
貿
易
船
等
は
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
長
の
許
可
を
受
け
る
こ
と

に
よ
り
出
入
港
が
可
能
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
非
検
疫
港
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
定
義
は
な
く
、
検
疫
法
第
三
条
に
規
定
す
る
検
疫
港
以
外
の
港
を
指

す
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、
「
非
検
疫
港
」
で
あ
っ
て
も
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
港
の
最
寄
り
の

検
疫
所
長
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
は
、
検
疫
を
受
け
る
た
め
の
入
港
が
可
能
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

与
那
国
島
の
港
は
「
不
開
港
」
及
び
「
非
検
疫
港
」
で
あ
る
が
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
台
湾
か
ら
の
船
舶
に

つ
い
て
も
、
関
税
法
及
び
検
疫
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
入
港
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

一
方
、
米
海
軍
掃
海
艇
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
五
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
、
与
那
国
島
を
含
め
た
我
が
国
の
港

に
出
入
り
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
米
軍
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
活
動
を
確
保
し
、
も
っ
て
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
）
の
目
的
達
成
の
た
め
に
極
め

て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

三



五
に
つ
い
て

構
造
改
革
特
別
区
域
制
度
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
支
援
施
策
と
し
て
の
意
義
も
重
要
で
あ
り
、
政
府
と
し

て
は
、
地
域
に
お
い
て
「
自
助
と
自
立
の
精
神
」
を
持
っ
て
「
知
恵
と
工
夫
の
競
争
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の

特
性
に
応
じ
た
特
区
構
想
が
立
案
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
構
想
は
、
国
境
に
置
か
れ
た
離
島
地
域
の
自
立
・
活
性
化
を
意
図
し
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
構
造
改
革
特
別

区
域
制
度
の
意
義
に
即
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
及
び
「
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
」
（
平
成
十
五
年
一
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
で
定
め

る
手
続
に
従
い
、
提
案
の
処
理
に
当
た
っ
て
透
明
性
及
び
迅
速
性
の
確
保
に
努
め
、
現
行
制
度
で
対
応
可
能
な
も
の
は
そ
の

し

旨
回
答
す
る
な
ど
、
真
摯
に
対
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


